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日時 令和２年１１月２７日（金󠄀） 

                                                   午前１０時００分 

場所 扶桑町立扶桑中学校 
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２ 協議事項   
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はじめに（１）令和２年１２月補正予算についてお願いします。 

それでは別紙１をご覧ください。１１月３０日から１２月定例会が開催

されます。この定例会に向けた教育委員会関係の補正予算にかかる説明を

各課よりさせていただきます。よろしくお願いします。 

それでは、学校教育課から説明させていただきます。まず歳入からです。

教育費国庫補助金󠄀です。愛知県が学校再開に伴い、小・中学校での感染予

防対策として消毒液等を購入する経費に対する補助が、愛知県が感染症対

策・学習保障等に係る支援事業実施要領に定める加算地域として、追加配

分によるものです。小学校費補助金󠄀として３，３７６千円、中学校費補助

金󠄀として１，７５０千円の増額となります。同じく歳入として、県支出金󠄀、

教育費県補助金󠄀です。今年度、第２・第４土曜日に実施を１８回予定して

いました土曜教室を、新型コロナウイルス感染症予防のため、９月まで中

止しました。また１０月の第２週は台風のため中止しました。そのため半

分の９回に開催を減らしました。それに伴い６９３千円の減額です。 

次に歳出です。教育総務費の私学助成事業費で、３，７０５千円の増額

です。これにつきましては、令和元年度子育てのための施設等利用給付金󠄀

及び令和元年度子育て支援施設等利用料給付費負担金󠄀で学校教育課と福

祉児童課の二課合算しての精算により返還金󠄀が生じましたことによる増

額です。 

次に、歳入で説明させていただきました土曜教室についてです。事業回

数が減ったことによる指導員とコーディネーターの謝金󠄀８８４千円の減

額です。 

次に小学校費の学校管理費に移ります。小学校保険費の報酬と委託料で

す。小学校における健康診断に係る経費のうち、学校医の勤務医委託料と

開業医報酬の予算計上誤りの修正と児童数の精査に伴うものです。学校医

等報酬は８０５千円の増額で、健康診断委託料は７９４千円の減額になり

ます。同じく小学校一般管理費（臨時）です。消耗品費９６７千円の増額

です。これは、国庫支出金󠄀「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金󠄀」を活用して、小学校での新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ

ため、消毒・清掃用の消毒液、ゴム手袋等の購入に伴うものです。同じく



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

地方創生臨時交付金󠄀を充当した図書消毒器、移動式エアコン、オンライン

配信用資機材の執行残額の精査をし、校用器具費６９５千円の減額です。

次に小学校校舎施設営繕工事費です。これは、柏森・高雄・山名小学校に

おいて、消防設備の保守点検で指摘を受けた防排煙制御設備、自動火災報

知設備等の改修工事に伴うもので３，１９０千円の増額です。 

次に、小学校費の教育振興費（臨時）です。修学旅行等の中止に伴うキ

ャンセル料補助金󠄀４，７６５千円の減額につきましては、１１月以降実施

される高雄・山名・扶桑東小学校の３小学校の修学旅行分を残し、実施さ

れた修学旅行と野外学習分を減額するものです。 

続きまして中学校費に移らせていただきます。学校管理費の中学校一般

管理費（臨時）です。小学校と同様に国庫支出金󠄀「新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金󠄀」を活用して、中学校での新型コロナウイル

ス感染症の拡大を防ぐため、消毒・清掃用の消毒液、ゴム手袋等の購入に

伴う消耗品費４３９千円の増額です。同じく地方創生臨時交付金󠄀を充当し

た図書消毒器、移動式エアコン、オンライン配信用資機材の執行残額の精

査をし、校用器具費３４８千円減額です。次に中学校校舎施設営繕工事費

です。小学校と同様に両中学校において消防設備の保守点検で指摘を受け

た防排煙制御設備、自動火災報知設備等の取替工事及び扶桑北中学校にお

いて浄化槽の保守点検で指摘を受けたスクリーン設備、ばっ気用配管、送

風機等の改修工事に伴うもので３，６０４千円の増額です。 

次に、教育振興費（臨時）です。修学旅行等の中止に伴うキャンセル料

補助金󠄀９，７３７千円の減額につきましては、両中学校の修学旅行、自然

教室が１０月までに実施されたことによる減額です。 

続きまして、学校給食共同調理場の給食費徴収金󠄀です。子育て世帯への

支援のため、地方創生臨時交付金󠄀を活用して、小中学生の８・９月の２ヶ

月の学校給食費を支援した分の精査により１，６７３千円の増額です。次

に、歳出です。学校給食共同調理場総務費の施設修繕料８６５千円です。

これにつきましては、生ごみ処理機スクリュー部ベアリングに穴が開いた

ことによる水漏れ、下処理室冷凍庫の扉受け止めハンドルの破損、和え物

室内ユニットクーラーのフロンガス漏れのそれぞれの修繕、消防設備の保

守点検により不具合があった火災受信機プリンター及びバッテリー、誘導

灯ランプの取替によるものです。学校教育課からは以上です。 

続きまして、生涯学習課からお願いします。 

先ず公民館からお願いします。生涯学習講座、パソコン講座が新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止対策に伴い講座の中止により講座講師謝金󠄀３

７５千円減額します。次に、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし

て購入したサーマルカメラの執行残に伴う７１５千円の減額です。 
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次に、図書館です。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、ト

イレ等手洗い水洗取替工事の執行残に伴う１８２千円の減額、図書館２階

和室に抗菌畳を購入する１８２千円の増額、公民館と同様に購入したサー

マルカメラの執行残に伴う７１５千円の減額です。 

次に、学習等供用施設管理運営費（臨時）の工事請負費１２，００５千

円の補正です。内訳として、学習等供用施設休養室床改修工事費で新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策として、休養室の床を抗菌性の畳に更新

すると共に、施設利用の利便性を高めるためのフローリングに改修する工

事に伴う１１，４３１千円。斎藤学習等供用施設の出窓部分の雨漏り修繕

に伴う改修工事費３７７千円の増額。高雄学習等供用施設の実習室の赤水

を改善する水洗改修工事費１９７千円の増額です。 

次に、総合体育館に移ります。保健体育総務一般事務費で新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に伴い、東海四県スポーツ推進委員研究大会中止に

よる費用弁償の３１８千円を減額。職員随行者の特別旅費２５千円の減額

です。また、負担金󠄀補助金󠄀及び交付金󠄀につきましては負担金󠄀３３千円、臨

時バス２８千円、合計６１千円の減額となります。 

総合体育館管理費（臨時）です。総合体育館の第１競技場、第２競技場

の特定天井改修工事を行いますが、入札が行われ施工業者の決定に伴う監

理委託料１６７千円の減額です。また、入札残による工事請負費は５１，

２８２千円の減額となります。総合体育館も新型コロナウイルス感染症拡

大防止対策として実施したトイレ手洗い水洗取替工事の執行残に伴いま

す４６千円の減額です。総合体育館浄化槽放流ポンプが故障しているため

浄化槽放流ポンプ取替工事に伴う７７０千円の増額です。公民館や図書館

と同様に購入したサーマルカメラの執行残に伴う７１４千円の減額です。 

その他体育施設管理費（臨時）です。北部グラウンドですがＢ面のバッ

クネット裏に庇がありません。大会でテントを張ったりしていますが密に

なるということで新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、Ａ面同

様にバックネット裏に庇を設置するもので庇設置申請用務委託料として

３９５千円の補正です。関連して庇設置工事に８８０千円の補正です。ま

た、総合グラウンド・北部グラウンドトイレ手洗い水洗取替工事をしまし

た。その執行残に伴い４千円減額します。総合グラウンド浄化槽漏水に伴

う工事に１，０１２千円の増額です。生涯学習課からは以上です。 

続きまして、文化会館からお願いします。 

 １２月定例会におきまして債務負担行為見積書を提出させていただき

ます。令和３年度上半期自主事業におきまして４月以降に契約行為を行い

ますと事業に遅れが生じます。本定例会で債務負担行為が承認されますと

定例会閉会後から来年度の上半期事業の契約交渉締結に至るまでの行為
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が行えるものです。限度額は８，４７３千円計上しております。財源とし

ましては、特定財源として７，３２６千円、一般財源１，１４７千円です。  

 次に、文化会館使用料です。新型コロナウイルス感染症の影響によるも

ので１，９２５千円の減額です。文化会館ホール以外の使用料です。こち

らも同様の理由で１，０３７千円の減額です。次にチケット収入、一般事

業入場料です。同じ理由で１１，６５２千円の減額です。 

 文化会館管理運営費の修繕料です。各保守点検により取替修繕が必要と

なるものです。守衛室冷暖房設備部品取替、プロパンガス自動切替調整器

部品取替、浄化槽部品取替、屋外水銀灯部品取替、急騰ボイラー部品取替

で修繕料としまして５５２千円の増額です。次に、ホール座席抗菌処理委

託業務が執行完了しました。執行確定額に伴う４８３千円の減額です。舞

台照明用調光設備修繕工事請負費です。これは舞台照明用調光設備に不具

合が生じまして突発の事故を防ぐために修繕工事を行うもので１，２８７

千円の増額です。また、生涯学習課と同じようにサーマルカメラ購入に係

る執行額が確定に伴う６９３千円の減額です。 

 次に、自主事業の委託料です。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い

事業の再編成による４，７２４千円の減額です。文化会館からは以上です。 

ご質問はありますでしょうか。 

総合体育館の天井の改修工事はどういうものですか。 

競技場の天井は特定天井といいまして吊り天井です。そのため梁を入れ

て丈夫にすると共にＬＥＤに照明も替えます。工期は４月から９月末まで

でその間使用できませんので学校開放の案内をさせていただきます。 

総合体育館は施工されて何年ぐらいですか。 

昭和５７年に建っておりますので４０年近く経っております。 

他にご質問はありますでしょうか。ないようですので令和２年１２月補

正予算についてご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

 続きまして、（２）令和２年度１１月要・準要保護児童生徒の認定につ

いてお願いします。 

それでは別紙２をご覧いただきたいと思います。今回の申請は、来年度

入学予定の新入学児童学用品就学準備費の申請です。対象となります小学

校新１年生２６名になります。それぞれの認定要件区分につきましては、

それぞれ記述説明の通りです。認定よろしくお願いします。 

ご質問等よろしかったでしょうか。 

今回人数が多いなと思い、昨年度の人数を確かめたところ去年は１６名

でした。申請の認定要件区分を見ますと新型コロナウイルスの影響がある

かなと感じます。 
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ご質問等よろしいでしょうか。ないようですのでこの件つきまして、ご

承認いただけますでしょうか。 

はい。 

 続きまして（３）後援依頼についてお願いします。 

新規の申請１案件出ています。①Go To 41st～巻き起こそう！ムーブメ

ント！～について申請が出ております。［①の説明］ 

後援依頼についてご質問はありますか。ないようですのでご承認頂けま

すでしょうか。 

 はい。 

 次に（４）令和３年度小中学校入学式等儀式実施計画についてお願いい

たします。 

 別紙３をご覧ください。事務協が１月ですので案ということで示させて

いただきます。先ず前期ですが、小学校の入学式は４月６日（火）、小学

校の始業式は４月７日（水）、中学校の入学式・始業式は４月７日（水）

で、２学期制の扶桑町では７月２０日（火）から夏季休業前の最終の登校

日ですが、オリンピックの関係で休みが変わるかもしれません。９月１日

（水）が夏季休業明け登校日、１０月８日（金󠄀）が前期の終業式になりま

す。次に後期です。祝日の移動があるかもしれませんが１０月１２日（火）

が後期の始業式でございます。１２月２３日（木）冬季休業前の登校日で、

１月７日（金󠄀）が授業開始日です。また、３月３日（木）が中学校の卒業

式、３月１８日（金󠄀）が小学校の卒業式で、３月２４日（木）が小中学校

の修了式となります。夏季休業中の学校事務停止につきましては、校長会

と相談の上決定しますが、会議を行わない期間は８月１０日から８月１６

日になっています。扶桑町としては学校事務停止期間を８月１０日（火）

から１５日（日）を予定します。  

 ご質問等ございますか。ないようですので、変更もあり得ますが令和３

年度小中学校入学式等儀式実施計画について、この案でご理解していただ

きますでしょうか。 

 はい。 

 次に（３）令和３年度学校給食実施計画についてお願いいたします。 

 別紙４をご覧ください。令和３年度学校給食実施計画を立案しておりま

す。ただ今説明されました実施計画と同じく日程等は流動的になるかもし

れませんが、現在の計画案で前期・後期に分けてご説明させていただきま

す。給食開始は、入学式・始業式に伴いまして、中学校は４月８日（木）

の開始、小学校は２年生から６年生は４月８日（木）、１年生は、翌日４

月９日（金󠄀）の開始を予定しております。そして、７月２０日（火）まで

給食を実施、８月は夏休みの関係で給食はありません。夏休み明け、９月
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１日（水）から開始して前期終業式１０月８日（金󠄀）まで実施し、後期は

始業式１０月１２日（火）の日から開始し、１２月冬休み前１２月２３日

（水）まで給食を実施します。冬休み明け１月７日（木）から給食を開始

し、中学校３年生につきましては３月３日（木）卒業式前日まで、小学校

６年生につきましては３月１８日（金󠄀）前日まで、他の児童生徒につきま

しては３月２４日（木）修了式まで給食を実施します。最終日は、３月２

４日（木）になっております。あくまで案の給食日程です。給食実施日数

は、１９８日になります。よろしくお願いします。 

 ご質問等ございますか。ないようですので、令和３年度学校給食実施計

画についてはこの案でよろしいですか。 

 はい。 

 それでは、（６）当面の諸課題についてお願いいたします。 

別紙、扶桑町教育委員会１１月当面の諸課題をご覧ください。 

１．扶桑町教育委員会  

今年度の重点目標ということで、お話をさせていただきます。 

学校運営協働協議会と地域学校協働活動推進について、扶桑中学校区が

進められてきましたが、来年は扶桑北中学校区に広げ進めていきます。 

ＩＣＴ教育推進では、１１月１１日に高雄小学校にタブレットが導入さ

れ、昨日の学校訪問でも積極的に活用しているところをご覧いただけたと

思います。その後扶桑東小学校に入ります。来年はどの学校も積極的な活

用が楽しみです。 

次に働き方改革ですが、教職員の勤務時間管理が令和３年度からほぼ開

始決定で、残業時間が１月に４５時間、年間３６０時間までで教職員の健

康管理を考えていきますが、なかなかハードルが高いものです。 

１１月１９日の総合教育会議へ出席ありがとうございました。町長部局

と連携して協議を進めますが、今後パブリックコメントの結果を経て２月

頃、教育大綱の策定や教育施策についての協議へと進められると思いま

す。議員全員協議会でも会議について伝えられています。 

２．学校教育 

「ピンチをチャンスに変える＋地域とともにある学校」ということで進め

ておりますが、コロナ対応につきまして、第３波への対応ということで、

知事からの緊急メッセージも出てきていますので、学校も対応についての

見直しもしていかねばと思っています。山名小学校の修学旅行につきまし

て、万全の対策で対応が考えられていますが心配でもあります。 

 いじめ問題対策連絡協議会が１１月２０日に開かれました。関係の方々

と協議をしました。最後に毎回同じようなことが話題になります、ＳＯＳ

が出せない子どもへの対応について先生方や周りの子どもたちのアンテ



 

 

  

ナの高さが大事であることが確認されました。それを受けまして、１２月

２３日にいじめ問題専門委員会を専門家の方々をお招きして扶桑町のい

じめ問題について協議することになっていますので、また内容につきまし

ては報告したいと思います。 

３．生涯学習 

 文化財保護審議会が１２月２３日に予定されています。 

４．報告・連絡事項 

 １２月に予定していました埼玉県飯能市のＧＩＧＡスクール先進校へ

の教育委員さんの研修視察については中止になりましたが、またコロナの

状況を見ながら計画を立てたいと思います。 

［当面の諸課題について：愛知県町村教育長協議会研修会で県教育委員会

から示された「今日的な教育課題」の内容、東浦町教育長から示された教

育施策についての報告後、タブレット活用に伴う問題点等が話題にあがっ

た。］ 

 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育次長及び

各課長 

次に移りたいと思います。（１）行事予定表についてお願いします。 

別紙５をご覧ください。［別紙５にて行事説明。新型コロナ感染拡大に

伴う行事の中止や延期について追加説明する。］ 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

指導主事 ４ その他、何かございますか。 

その他、他にございますか。ないようですので、以上で１１月定例教育

委員会を閉会します。  

 


